
保険医療機関における書面掲示 

 

●時間外対応加算 1  

当院では継続受診されている患者様からの電話等の問い合わせに対し、診療時間外も医師

等が常時対応できる体制を確保しています。  

 

●情報通信機器を用いた診療  

当院では「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（厚生労働省）を遵守し、オンライ

ン診療を実施しています。 情報通信機器を用いた診療の初診の場合には向精神薬を処方し

ません。   

  

●医療情報取得加算  

当院はオンライン資格確認を行う体制を有しています。当院を受診された患者様に対し、

受診歴や薬剤情報等必要な診療情報を取得・活用しています。  

  

●医療情報 DX 推進体制整備加算・在宅医療 DX 情報活用加算  

マイナ保険証や電子処方箋、電子カルテ情報共有サービス等医療 DX にかかる取り組みを

実施しております。オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用し質の

高い医療を提供できるよう取り組んでおります。  

  

●在宅医療情報連携加算  

当クリニックでは、ICT（通信技術を用いたコミュニケーション）を用いて、関係事業所

と情報共有させていただいております。  

  

●機能強化加算  

・他の医療機関の受診状況および、お薬の処方内容を把握した上で服薬管理を行います。  

・健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。  

・必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。  

・介護・保健・福祉サービスに関するご相談に応じます。  

・夜間・休日等の緊急時の対応方法について情報提供します。  



●在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料  

在宅患者様に対して計画的、定期的に訪問診療を行い、総合的な医学管理を行います。  

  

●明細書発行体制等加算  

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。明細書が不要の方

はお申しつけください。  

  

●一般名処方加算  

後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分を

もとにした一般名処方（※一般的な名称により処方箋を発行すること）を行う場合があり

ます。  

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬

品が提供しやすくなります。  

  

●後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算  

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進を図っています。医薬品の供給不足が発生

した場合には、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。  

 

●在宅療養実施加算 

過去 1 年間の緊急の往診実績、在宅における看取りの実績があります。 

 

●機能強化型在宅療養支援診療所 

複数の医師が協働し、緊急往診と看取りの実績を有する医療機関で以下基準を満たしま

す。 

・在宅医療を担当する常勤の医師が連携内で 3 名以上配置 

・過去 1 年間の緊急の往診の実績を連携内で 10 件以上有する 

・過去 1 年間の在宅における看取りの実績を 4 件以上有している 
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